
 

令和 5年 10月号 

 

9月も終わりに近づいてきていますが、暑さはなかなかおさまりませんね。長い猛暑疲れに加

え、季節外れのインフルエンザやコロナも流行しているようです。免疫力が落ちている人が多い

ようなので注意したいものです。今月も張り切ってお伝えします。 

 

《介護休業制度について》 

最近、周りで増えてきたのが介護の話です。育児休業制度と比べるとまだまだ手厚さの面で

劣りますが、介護休業制度も少しずつ整備されてきています。介護休業制度は会社の就業規則

で制度として整備されているか否かに関わらず、育児・介護休業法に基づいて利用できる制度

です。そのため、従業員から介護休暇等の制度を利用したいと申出があった場合、「うちの会社

にはそのような制度はない！」ということはできません。 

    介護休業制度は、仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護などを行える

仕事と介護の両立支援制度です。ここでいう要介護状態とは、介護保険制度の要介護 2以上

である場合の他、要介護認定を受けていない場合でも 2週間以上の期間にわたり介護が必要

な状態の場合も対象となります。また対象家族とは、配偶者（事実婚を含む）、父母、子、祖父

母、配偶者の父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。具体的な制度と概要は以下のとおりです。 

  制  度 概                 要 

介護休業  

＊ 

要介護状態にある対象家族 1人につき通算 93日まで、3回を上限として

分割して休業することができます 

介護休暇 病院の付き添い、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打合せ等を行

うため、年 5日（対象家族が 2以上の場合は年 10日）まで 1日または時

間単位で休暇を取ることができます 

残業免除 介護が終了するまで、残業を免除することができます 

時間外労働の

制限 

介護が終了するまで、1か月 24時間、1年 150時間を超える時間外労働

を制限することができます 

深夜業の制限 介護が終了するまで午後 10時から午前 5時までの労働を制限することが

できます 

短時間勤務

等の措置 

事業主は利用開始日から 3年以上の期間で 2回以上利用可能な措置を講

じなければなりません  ・短時間勤務制度 ・フレックスタイム制度  

・時差出勤の制度  ・介護費用の助成措置 

 

＊ 介護休業については有期契約労働者（パート、アルバイト、派遣など）も一定の要件を満たす

ことによって取得できます。 

☆ 原労務管理事務所ミニミニ通信 ☆ 



＝注 意 点＝ （重 要） 

① 介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止 

介護休業等を申し出または取得したことを理由として、解雇、雇止め、降格等不利益な取り

扱いをすることを禁止しています。 

② 介護休業等に関するハラスメントの防止 

上司や同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講ずることを事業

主の義務としています。 

   ＝介護休業中の経済的支援＝ 

    雇用保険の被保険者が、要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業を取得した

場合、一定の条件を満たせば介護休業給付金が支給されますが、産前産後休業取得者・育児

休業取得者のような社会保険料免除制度はありません。 

    人手不足で、求人募集でも人が集まらないという話を耳にします。また介護離職をすると、再

就職が難しいという話も聞きます。介護の問題は労働力損失など大きな問題となるでしょう。

制度をうまく活用し、それぞれの事業所にできることを少しずつ進めていきたいものですね。 

 

《最低賃金の改定について》 

令和 5年度の地域別最低賃金が改定され、今年度は全国平均で初めて 1,000円を超える

1,004円となりました。改定された最低賃金は以下のとおりとなります。１０月１日から改定と

なるのでご注ください。 

東京都  1,113円 （1,072円） 

千葉県  1,026円 （９８４円） 

埼玉県  1,028円 （９８７円） 

茨城県   953円 （９１１円）    （   ）内は前年度最低賃金額 

 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

            今月も最後までお読みいただきありがとうございました  

     ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★    

 

《お問合せ先》 

原 労 務 管 理 事 務 所  

社会保険労務士   原 智子 

東京都江戸川区西篠崎２－７－３２ 

TEL：03-3679-6713 

E-mail satori-h@zpost.plala.or.jp 

mailto:satori-h@zpost.plala.or.jp

